
 

エコファーマー認定の流れ 

○申請から認定まで 

 申請期間 審査会開催月 認定 

第１四半期 ４月１日～15日 ５月 ６月 

第２四半期 ７月１日～15日 ８月 ９月 

第３四半期 10月１日～15日 11月 12月 

第４四半期 １月４日～19日 ２月 ３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤認定書交付 

・みどり法認定 

・ｴｺﾌｧｰﾏｰ認定 

①申請書提出（四半期ごと） 

（認定後の活用予定欄のエコファーマー認定にチェック） 

③審査（四半期ごと） 

④認定書送付 

・みどり法認定 

・ｴｺﾌｧｰﾏｰ認定 

 

申請者 
各地域県政総合センター地域農政推進課 

横浜川崎地区農政事務所地域農政推進課 

農業振興課 

②提出 

    計画の実現の可能性 

導入技術の妥当性など 

審査会 認定の可否の

決定 

農業技術センター 

農業技術センター各地区事務所 

相談 
指導 

助言 

農
政
課 

④’ 

報告 

④’通知 

⑤’通知 

市町村 


